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令和８年度糸魚川市国民健康保険事業 
特別会計予算 

 

 

令和８年度糸魚川市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,695,300千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出

予算｣による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

令和８年２月16日提出 

 

 

  糸魚川市長  久保田 郁 夫 

 



　第１表　歳入歳出予算

     歳　入
単位：千円     

款 項

 1 国民健康保険税 ５７２，２８１

 1 国民健康保険税 ５７２，２８１

 2 使用料及び手数料 １０

 1 手数料 １０

 3 国庫支出金 ４

 1 国庫補助金 ４

 4 県支出金 ２，８１９，０２９

 1 県補助金 ２，８１９，０２８

 2 財政安定化基金交付金 １

 5 財産収入 ２，０００

 1 財産運用収入 ２，０００

 6 繰入金 ２５４，７８９

 1 他会計繰入金 ２５４，７８９

 7 繰越金 ４５，１８１

 1 繰越金 ４５，１８１

 8 諸収入 ２，００６

 1 延滞金、加算金及び過料 １，００３

 2 雑入 １，００３

３，６９５，３００

金 額

歳 入 合 計
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     歳　出
単位：千円     

款 項

 1 総務費 ５４，９９９

 1 総務管理費 ４７，２１２

 2 徴税費 ５，６４１

 3 運営協議会費 ２２１

 4 医療費適正化対策事業費 １，９２５

 2 保険給付費 ２，７８５，４３８

 1 療養諸費 ２，４１８，９３５

 2 高額療養費 ３５８，５００

 3 移送費 １

 4 出産育児諸費 ４，００２

 5 葬祭諸費 ４，０００

 3 国民健康保険事業費納付金 ７７９，８０５

 1 医療給付費分 ４９８，１５８

 2 後期高齢者支援金等分 ２０４，２６８

 3 介護納付金分 ５７，５７６

 4 子ども・子育て支援納付金分 １９，８０３

 4 保健事業費 ５８，１８２

 1 特定健康診査等事業費 ４１，８６３

 2 保健事業費 １６，３１９

 5 基金積立金 ２，０００

 1 基金積立金 ２，０００

 6 公債費 １００

 1 一般公債費 １００

 7 諸支出金 １３，７７６

 1 償還金及び還付加算金 ３，６０１

 2 繰出金 １０，１７５

金 額
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単位：千円     

款 項

 8 予備費 １，０００

 1 予備費 １，０００

３，６９５，３００

金 額
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